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第１章 総論 

1.1 モニタリング実施計画の位置付けと目的 

浜松市(以下「市」という。)は、浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事

業（以下「本事業」という。）の実施期間中、「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基

づき選定された運営権者が、浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業公共

施設等運営権実施契約（以下「実施契約」という。）に定められた業務を確実に遂行し、

かつ、浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業要求水準書（以下「要求水

準書」という。）に定められた基準を安定的に充足すること（以下「実施契約等の履行」

という。）を確認するため、浜松市（以下「市」という。）が行うモニタリングについて、

考え方及び内容を浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業モニタリング基

本計画（平成 29年 10月 30日改訂版、以下「基本計画」という。）に示した。 

本モニタリング実施計画書は、基本計画に基づき、以下の事項等に係る詳細を加える

ものである。 

① モニタリングを行う体制 

② モニタリングの方法 

③ モニタリングを行う時期 

④ モニタリングの内容 

⑤ モニタリングの様式 

モニタリング基本計画、運営権者が作成するセルフモニタリング実施計画書及びモニ

タリング実施計画の関係を整理して、図 1-1に示す。 

 

図 1-1 モニタリング計画の概要 
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1.2 用語の定義 

本モニタリング実施計画書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

用 語 定  義 

基本計画 
浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業モニタリ

ング基本計画のこと。 

実施計画 
浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業モニタリ

ング実施計画のこと。 

セルフモニタリング

実施計画 

基本計画に基づき運営権者が策定したセルフモニタリングに

関する計画のこと。セルフモニタリング確認様式及び書類により

構成される。 

セルフモニタリング

確認様式 

セルフモニタリングの対象、チェック項目、書類、頻度、確認

者及び合否判定基準が、具体化された様式で、セルフモニタリン

グの結果を記録する様式のこと。事業年度単位で更新される。 

書類 
運営権者が自ら作成する各業務における文書と記録の総称。セ

ルフモニタリング確認様式の書類欄に記載のもの。 

チェックリスト 
運営権者が、業務（Do）が所定の品質を確保していることを確

認するため、部門レベルで用いる業務チェックリストのこと。 

確認 
契約図書に示されて事項について、臨場もしくは関係資料によ

り、その内容について契約図書との適合を確かめること。 

承諾 
契約図書で明示した事項について、市又は運営権者が書面によ

り同意すること。 

セルフモニタリング 

本事業の運営状況が要求水準書の基準を遵守しているかにつ

いて運営権者が行う監視のこと。自らが作成したセルフモニタリ

ング実施計画に基づき行う。 

市モニタリング 
運営権者のセルフモニタリングの結果を踏まえ、運営権者から

提出された書面や会議体での報告を基に行う市のモニタリング。 

第三者モニタリング 

客観的かつ専門的な知見を加えたダブルチェックを行うこと

を目的とした第三者機関によるモニタリング。第三者モニタリン

グは市によるモニタリングと同じ視点で行う。 

経営業務 経営に係る業務のこと。 

改築業務 改築に係る企画、調整、実施に関する業務のこと。 

維持管理業務 維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務のこと。 

任意事業 

本事業用地及び運営権設定対象施設において本契約及び法令

等を遵守し、運営権設定対象施設の機能を阻害せず、公序良俗に

反しない範囲において運営権者が実施する事業のこと。 

第三者機関 
市によるモニタリングに加えて、客観的かつ専門的な知見を加

えたダブルチェックを行う機関のこと。 

契約内容未達 
運営権者が、実施契約及び要求水準書で規定する内容を充足し

ていないと判断される事象のこと。 
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1.3 モニタリングを行う体制 

モニタリングは、①運営権者によるセルフモニタリング、②市によるモニタリング、（以

下「市モニタリング」という。）並びに③市及び運営権者とは別の専門的知見を持つ第三

者機関によるモニタリング（以下「第三者モニタリング」という。）で構成される。モニ

タリングを行う体制を図 1-2に示す。 

市によるモニタリングの結果について、運営権者と市との間で紛争が発生した場合、

実施契約に基づき設置された浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業協議

会（以下「西遠協議会」という。）において、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

(1) 運営権者によるセルフモニタリングの体制 

運営権者側におけるセルフモニタリングの実施体制は、セルフモニタリング実施計

画書（別紙１）に記載されている。 

(2) 市モニタリングの体制 

市は、モニタリング事務局を下水道施設課に置く。モニタリング事務局は、市モニ

タリングの取りまとめや第三者モニタリングの窓口を担う。 

市モニタリングは、モニタリングの対象業務毎に、専門性を活かして、各担当課が

行うものとする。上下水道総務課は経営業務及び任意事業を、下水道工事課は改築業

務を、下水道施設課は維持管理業務を担当する。 

(3) 第三者モニタリングの体制 

市は、第三者モニタリングを行う第三者機関を選定する。選定を受けた第三者機関

は、市と協定を締結し、経営業務、改築業務及び維持管理業務のモニタリングを実施

する。 

図 1-2 モニタリングを行う体制 
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1.4 モニタリング実施計画書の変更 

モニタリング実施計画書は、以下の事由により変更する場合がある。また、市は、定期

的に本実施計画を見直すものとする。 

① 実施契約書が変更された場合 

② 要求水準書が変更された場合 

③ 運営権者がセルフモニタリング実施計画書を変更した場合 

④ その他、市が必要と認めた場合 
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第２章 モニタリングの方法 

2.1 モニタリングの概要 

運営権者はセルフモニタリング実施計画書に基づき、セルフモニタリングを行う。市

モニタリング及び第三者モニタリングは、以下の方法で実施する。 

① 書類による確認 

② 会議体による確認 

③ 現地における確認 

モニタリングの概要を図 2-1に示す。 

図 2-1 モニタリングの概要 

 

(1) 書類による確認 

運営権者はセルフモニタリングの結果をセルフモニタリング結果報告書として市に

提出する。市は、セルフモニタリング結果を踏まえ、運営権者から提出された書類を

確認又は承諾することで、対象業務が実施契約及び要求水準書に規定する内容を充足

しているかモニタリングする。提出されたセルフモニタリング結果報告書のみでは判

断できない場合、市は評価の根拠となる資料の提出を別途求める場合がある。 
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第三者機関は、市よりセルフモニタリング結果報告書を受け取り、運営権者から提

出された書類を確認することで、対象業務が実施契約及び要求水準書に規定する内容

を充足しているかモニタリングする。 

書類による確認のフローを図 2-2に示す。 

図 2-2 書類による確認のフロー 
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(2) 会議体による確認 

市は、以下の会議体においてモニタリング結果を報告するとともに、業務の進捗状

況及び要求水準の充足状況、財務状況、課題等を確認し、対応方針について運営権者

と協議を行う。なお、市又は運営権者が必要と認める場合は、市と運営権者は、当該

会議体によらず、随時、別途会議体を設けるものとする。 

第三者機関は、会議体に出席し、モニタリング結果を報告するとともに助言を行う。 

① 年度事業報告会 

② 四半期業務報告会 

③ 月例報告会 

なお、会議体の開催期日は、事業年度単位で、市と運営権者の協議により定めるも

のとする。 

(3) 現地における確認 

書類及び会議体における確認の結果、市が必要と判断した場合、または運営権者が

現地確認を要請した場合、市及び第三者機関は現地における確認を行う場合がある。

運営権者は市の現地における確認に必要な協力を行う。 

 

2.2 運営権者によるセルフモニタリングの時期・内容・様式 

運営権者はセルフモニタリング実施計画書に基づき、セルフモニタリングを行う。セ

ルフモニタリングの対象、チェック項目、書類、頻度、確認者及び合否判定基準は、セ

ルフモニタリング確認様式において具体化する。運営権者は、セルフモニタリング確認

様式を事業年度単位で更新し、当該事業年度開始日の 30日前までに市による確認を得る。 

セルフモニタリング確認様式のフォーマットを別紙２に示す。 

2.3 市及び第三者機関によるモニタリングの時期・内容・様式 

市は、運営権者から提出されるセルフモニタリング確認様式で具体化された内容に対

して、市モニタリング及び第三者モニタリングの時期及び内容並びに事業年度単位の予

定を定める。 

市モニタリング及び第三者モニタリングの時期及び内容を定める様式（以下「市・第

三者モニタリング確認様式」という。）のフォーマットを別紙３に示す。 

また、市モニタリング及び第三者モニタリングの予定表のフォーマットを別紙４に示す。 

2.4 モニタリング結果の記録 

運営権者は、セルフモニタリング結果について、セルフモニタリング実施計画書に基

づき記録する。 

市及び第三者機関は、モニタリング結果について、市・第三者モニタリング確認様式

に記録するほか、モニタリング結果月次報告書及びモニタリング結果年次報告書を作成

する。 
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2.5 モニタリング結果等の公表 

市は、本事業の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング結果等を市民に対し

て積極的に公表する。 

(1) 実施計画の公表 

市は、本モニタリング実施計画書を、市ホームページにおいて公表する。 

(2) モニタリング結果の月次公表 

市は、維持管理業務に係るモニタリング結果のうち、市が必要と認めた事項を、月

次で市ホームページにおいて公表する。 

(3) モニタリング結果の年次公表 

市は、市及び第三者機関が作成したモニタリング結果年次報告書を、市ホームペー

ジにおいて公表する。 

(4) 契約内容未達時の措置の公表 

市は、契約内容未達時の措置のうち、是正勧告、警告及び命令について、市が必要

と判断した場合には、その内容を公表する。また、市は、要求水準違反違約金の請求

について、その内容を公表する。 



 

9 

第３章 契約内容未達時の措置 

3.1 契約内容未達時における措置のフロー 

契約内容未達時における措置は、基本計画に基づき実施する。契約内容未達時の措置

の手続きを、図 3－1のフロー図にて補足する。 

 

図 3-1 契約内容未達時における措置のフロー 
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第４章 事業終了時のモニタリング 

運営権者は、要求水準書に定めるとおり、施設機能確認報告書及び引継書を作成し、

市に提出する。市は報告書の内容について確認を行う。なお、事業終了時における具体

的なモニタリングの手法については、運営権者との協議により定めるものとする。 
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別紙１ セルフモニタリング実施計画書 
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別紙２ セルフモニタリング確認様式（フォーマット） 
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別紙３ 市・第三者モニタリング確認様式（フォーマット）
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別紙４ 市・第三者モニタリング予定表（フォーマット） 
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